
がんとの共生のあり方に関する検討会
について

厚生労働省健康局がん・疾病対策課
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（１）がん研究
（２）人材育成
（３）がん教育、普及啓発

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第２ 分野別施策

第１ 全体目標

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

４．これらを支える基盤の整備

（１）がんの１次予防
（２）がんの早期発見、がん検診

（２次予防）

（１）がんゲノム医療
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
（３）チーム医療
（４）がんのリハビリテーション
（５）支持療法
（６）希少がん、難治性がん

（それぞれのがんの特性に応じた対策）
（７）小児がん、ＡＹＡ（※）世代のがん、高齢者のがん

(※)Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

（８）病理診断
（９）がん登録
（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和ケア
（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題
（５）ライフステージに応じたがん対策

３．がんとの共生２．がん医療の充実１．がん予防

１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．都道府県による計画の策定
３．がん患者を含めた国民の努力
４．患者団体等との協力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し

第３期がん対策推進基本計画（平成30年３月９日閣議決定）（概要）
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患者の苦痛に対して、迅速かつ適切なケアが十分提供されていない。

緩和ケア研修会の受講勧奨、受講の利便性の改善、内容の充実が求
められている。

苦痛のスクリーニングの診断時からの実施、緩和ケアの提供体制の
充実
緩和ケア研修会の内容や実施方法の充実

全国のがん患者の患者体験調査 （n=5234）

からだのつらさがあると答えた患者の割合 34.5％

気持ちのつらさがあると答えた患者の割合 28.3％

出典：平成27年患者体験調査

小児・ＡＹＡ世代のがん経験者の長期フォローアップ
体制の整備

認知症等を合併したがん患者や、看取り期における
高齢のがん患者の意思決定支援策の検討

がん相談支援センターが十分に利用されていない。
がんに関する情報が氾濫し、正しい情報取得が困難な場合がある。

治療早期からのがん相談支援センターの利用促進、体制整備
科学的根拠に基づく情報提供、医業等のウェブサイト監視体制強化

拠点病院等と地域の医療機関等との連携、在宅医療を提供する施
設におけるがん医療の質の向上を図る必要がある。

多職種連携の推進、地域の施設間の調整役を担う者の養成

離職防止や再就職等の就労支援に、充実した支援が求められている。

アピアランスや生殖機能温存等の相談支援、情報提供する体制が構
築されていない。

小児・ＡＹＡ世代において、多様なニーズが存在し、成
人のがんとは異なる対策が必要とされている。

高齢者は、認知症を合併することが多いが、がん医療
における意思決定等の基準は定められていない。

現状・課題

現状・課題現状・課題

現状・課題

取り組むべき施策

現状・課題

３．がんとの共生
緩和ケア

相談支援・情報提供

社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

ライフステージに応じたがん対策

がん患者の就労支援・社会課題への対策

がん患者への「トライアングル型サポート体制」の構築

アピアランス支援研修会の開催、生殖機能温存等に関する相談支援、
情報提供のあり方の検討

企業

両立支援コーディネーター

医療機関
主治医
（意見書作成）
医療ソーシャル
ワーカー

産業医
産業保健スタッフ
人事労務担当
（両立支援プラン作成）

（相談）
患者・家族

（調整） （調整）

（相談）

治療と仕事両立プラン作成支援

治療情報を共有し、継続的に支援

出典：平成29年３月28日
働き方改革実行計画改変

取り組むべき施策

取り組むべき施策

取り組むべき施策

取り組むべき施策
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今後のがん対策推進協議会の進め方

2023年頃

第
４
期
が
ん
対
策
推
進
基
本
計
画

第
３
期
が
ん
対
策
推
進
基
本
計
画

閣
議
決
定

個
別
施
策

評価指標を元に
中間評価の議論

中
間
評
価
報
告
書

公
表

中間評価指標
の議論

各検討事項に対応した検討会等
検討内容の例

・がん検診
・拠点病院の指定要件の見直し
・緩和ケア
・がん研究10か年戦略の見直し 等

中
間
評
価
の

反
映

が
ん
患
者
を
含
め
た

国
民
が
、
が
ん
を

知
り
、
が
ん
の
克
服

を
目
指
す

がん対策推進

基本計画（第４期）
策定の議論

評
価
指
標
の
決
定
・研
究
班
等
に
よ
る
測
定

基本計画策定の議論
個別施策の更なる推進

医療計画・介護保険事業計画等
を踏まえて実施

研究班の実施計画等
を踏まえて実施
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必要に応じた個別課題の推進

第６９回がん対策推進協議会
資料３一部改正 （H30.6.27）



本検討会のスケジュール（案）

2018年度 ・緩和ケアの質の向上策
・多様なニーズを踏まえた相談支援及び情報提
供の質の向上策

2019年度 ・継続した緩和ケア・相談支援・情報提供
・就労支援・就労以外の社会的支援
・ライフステージに応じたがん対策
・その他、「がんとの共生」に係る事項

議論のとりまとめ
（※がん対策推進協議会が検討する中間評価を想定した整理）

スケジュール
がん対策推進協議会

がんとの共生のあり方
に関する検討会等

連携

（第3期がん対策推進基本計画後半）～2023年頃
・がん対策推進基本計画（第４期）策定の 議論

2023年頃～ ・がん対策推進基本計画（第４期）に基づく推進
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（参考）第３期がん対策推進基本計画抜粋
全体目標

３.尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～

がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で、必要な支援を受けることができ
る環境を整備する。関係者等が、医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と連携し、
効率的な医療・福祉サービスの提供や、就労支援等を行う仕組みを構築することで、が
ん患者が、いつでもどこに居ても、安心して生活し、尊厳を持って自分らしく生きることの
できる地域共生社会を実現する。

（緩和ケアの質の向上策について）

– 国は、緩和ケアの質を評価するための指標や基準を確立する。また、実地調査や遺
族調査等を定期的かつ継続的に実施し、評価結果に基づき、緩和ケアの質の向上策
の立案に努める。

（多様なニーズを踏まえた相談支援及び情報提供の質の向上策について）

– 国は、多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できるよう、関係学会との連携や
相談支援従事者の研修のあり方等について、３年以内に検討し、より効率的・効果的
な相談支援体制を構築する。

– 国は、がん患者の更なるＱＯＬ向上を目指し、医療従事者を対象としたアピアランス支
援研修等の開催や、生殖機能の温存等について的確な時期に治療の選択ができる
よう、関係学会等と連携した相談支援及び情報提供のあり方を検討する。 6



本日の論点（案）

1. 緩和ケアの質の向上策
がん診療連携拠点病院等に関する緩和ケアの実地調査について

緩和ケア外来のあり方について

2. 多様なニーズを踏まえた相談支援及び情報提供の質の向上策
① がん専門相談員の育成と相談支援の質の向上に向けた取組

多様なニーズに応えるために必要な相談員研修について

厚生労働省・国立がん研究センター・都道府県がん診療連携拠点病院にお
けるがん専門相談員の人材育成のあり方と相談支援の質の向上に向けた
取組について

② 地域における相談支援
地域統括相談支援センターの役割について

地域資源とがん相談支援センターの連携について
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